
８ 納付について 

  （納付書及びペイジー（Pay-easy）による納付） 

 

 

（問１）新しくなった「納付書」の記入について、教えてください。  

（答） 新しい納付書には、納付義務者の情報が印字しています。 

        支払部署や経理担当者が異なる場合は、納付書を切り離さずに本状をお渡しくだ

さい。 

       記入項目は、以下のとおりです。 

       なお、延納の場合は、２期目以降は「納付額」が印字されています。 

NO 記入欄 記入内容 記入か所 
１ ご依頼日 納付日 納付書と領収書の２か所 
２ 納付額 申告書に記載の金額 納付書と領収書の２か所 
３ 収納金融機関 各都市銀行、商工組合中央金庫

北洋銀行で納付する場合 

納付した金融機関を収納金融機

関として〇を付す。 

 

地方銀行で納付する場合 

静岡銀行を収納金融機関として

〇を付す。 

納付書 

４ 納付金融機関 収納金融機関と同じ機関名と 

口座番号 
領収書 

５ 手数料 取扱金融機関以外で納付する場合 納付書と領収書の２か所 
   注）申告書の賦課金額と納付書の納付額が一致しているか、今一度ご確認ください。 

 

（問２）延納（４期に分けて納付）をしたいが、汚染負荷量賦課金を４で割り切れない場合

はどのようにしたらよいですか？ 

（答） 第１期から第４期までの 100 円未満の金額をすべて第１期の金額に合算してくだ

さい。 

    なお、延納は汚染負荷量賦課金額が 30万円以上である場合にのみ、ご利用いただ

けます。 

 

例）3,922,700 円の場合 

  3,922,700×1/4＝980,675 円 

  第 1 期分については、 

  980,600 ＋ 75（100 円未満の端数）×4（４期分）＝980,900 円 

  第２期分以降については、980,600 円となります。 

 



（問３）複数の工場・事業場を、本社や事業場などがまとめて納付してもよいですか？  

（答） 賦課金の納付は、本社や事業場などでまとめて一括納付することも可能です。 

  

その場合は、賦課金特設サイトの問合せフォームから「納付書・ペイジーに関する

こと」を選択して、一括納付する事業場の各賦課金番号、納付金額、納付予定日、納

付する金融機関、最後に全事業場の合計納付額を記入して連絡してください。 

 

 

（問４）納付書を書き間違えた。どうすればよいですか？ 

（答） 納付金額以外の場所の間違いであれば、納付書に印字されている事業所名等を二重

線で訂正してそのままご利用ください。 
納付金額の訂正はできません。金融機関で受け付けてくれないことがありますの

で、この場合は、賦課金特設サイトの「お問い合せフォーム」から納付書を入手して

ください。 
 

（問５）納付書を紛失しました。どのようにすればよいですか？ 

（答） 賦課金特設サイトの「お問い合せフォーム」から納付書を入手したいことを連絡し

てください。 

 

（問６）全期（又は第 1 期）分の納付書が届いていません。 

（答） 全期（又は１期）分の納付書は、申告書類と一緒に送付しているので、再度ご確認

ください。 
見つからない場合は、賦課金特設サイトの「お問い合せフォーム」から納付書を入

手したいことを連絡してください。 
 

（問７）第２期～第４期分の納付書はいつ頃届きますか？ 

（答） 第２期～第４期分の納付書は、各納付期限の約１か月前に各工場・事業場に機構よ

り送付します。 

 

（問８）申告書を提出する際に、領収書を添付する必要はありますか？ 

（答） 必要ありません。また、コピーの添付も不要です。 

 

（問９）金融機関で納付する際に、身分証明書等は必要ですか？ 

（答） 犯罪収益移転防止法により、10 万円を超える現金を金融機関の窓口で納付する場

合、会社及び担当者の公的証明書が必要になります。 

具体的な手続については金融機関にお問い合わせください。 

 

（問 10）納付書を使って納付をしたのですが、手数料がかかりました。 

（答） 取扱金融機関以外の窓口で納付する場合は、手数料が発生します。 

なお、取扱金融機関の窓口で納付する場合は、手数料はかかりません。 



 

※取扱金融機関は「申告納付の手続き（緑冊子）」を確認ください。 

 

（問 11）取扱金融機関以外でも納付は可能ですか？ 

（答） 取扱金融機関以外でも納付することは可能ですが、その場合は振込手数料が必要に

なります。 

なお、賦課金額から手数料を差し引くことはできません。 

 

（問 12）納付書ではなく、銀行振込又は引落しをしたいが可能ですか？  

（答） 銀行振込又は引落しは行っておりません。納付書又はペイジーで納付をお願いしま

す。 
 
（問 13）申告方法によって納付の方法も変わりますか？ 

（答） 申告方法に関わらず、納付については、納付書又はペイジーで納付をお願いします。 
 
（問 14）納付期限までに納付が間に合いません。 

（答） フリーダイヤル又は賦課金特設サイトの「お問い合せフォーム」からご連絡くださ

い。 
 

（問 15）経営不振等により納付の見通しが立たないため、長期的な分割納付をお願いしたい。 

（答） 賦課金特設サイトの「お問い合せフォーム」からご連絡ください。ERCA 担当者か

ら、折り返しご連絡します。 
 

（問 16）汚染負荷量賦課金は経理処理上どうしたらよいですか？ 

（答） 賦課金は法人税法上各事業年度の損金の額に、所得税法上はその年分の必要経費に、

それぞれ算入できます。 

 

○法人税法基本通達 

（賦課金、納付金等の損金算入の時期） 

9－5－7 法人が納付すべき次に掲げる賦課金等については、それぞれ次に定める

日の属する事業年度の損金の額に算入する。 

(1) 公害健康被害の補償等に関する法律第 52 条第 1項《汚染負荷量賦課金の徴収》

に規定する汚染負荷量賦課金  

当該汚染負荷量賦課金の額につき、汚染負荷量賦課金申告書が提出された日

（決定に係る金額については、当該決定の通知があった日） 

 

○所得税基本通達 

（汚染負荷量賦課金等） 

37－9 の 2 次に掲げる賦課金等で業務に係るものは、それぞれ次に定める日の属

する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。 



 

（1）公害健康被害の補償等に関する法律第 52 条第 1 項《汚染負荷量賦課金の徴

収》に規定する汚染負荷量賦課金  

当該汚染負荷量賦課金の額につき、汚染負荷量賦課金申告書が提出された日

（決定に係る金額については、当該決定の通知があった日） 

 

 

（問 17）ペイジー（Pay-easy）とは何ですか？ 

（答） 社内（事業所内）パソコンからインターネットを利用してインターネットバンキン

グで納付する方法です。 

    ペイジーを利用すれば、金融機関の窓口に行かなくてもいつでも納付できます。 

    

（問 18）利用できる納付方法（チャネル）は何ですか？ 

（答） 社内（事業所内）のパソコンからインターネットバンキングに接続、ログインし納

付していただきます。 

    ＡＴＭは使用できません。 

 

（問 19）ペイジー（Pay-easy）を利用して納付する際に事前手続は必要ですか？ 

（答） 事前手続の必要はありません。 

ただし、取扱金融機関においてインターネットバンキングの契約が必要です。 

 

（問 20）ペイジー（Pay-easy）用の「電子納付用入力シート」が届いていません。 

（答） 「電子納付用入力シート」の配布を中止しました。 

ペイジーの納付方法については、納付書の裏面又は「申告納付の手続き（緑冊子）」

を確認の上、手続を行ってください。 

 

（問 21）納付書又はペイジー（Pay-easy）での納付は、事業者で選択して良いですか？ 

（答） 納付書で納付するか、ペイジーで納付するかは、各事業者でお選びください。  

 

（問 22）ペイジー（Pay-easy）が導入されると、現行の納付書での納付はできなくなるの

ですか？ 

（答） 納付書での納付も引き続き行うことができます。 

機構は、ペイジーでの納付を推奨しております。 

 

（問 23）ペイジー（Pay-easy）を利用すると振込手数料はかかりますか？ 

（答） 振込手数料はかかりません。 

 

（問 24）ペイジー（Pay-easy）の取扱金融機関は納付書の取扱金融機関と同じですか？ 

（答） ペイジーが利用可能な取扱金融機関は、納付書の取扱金融機関とは異なります。 

利用可能な金融機関の一覧は、「申告・納付の手続き（緑冊子）」に掲載しています。



随時拡大、更新していますので、最新情報につきましては機構ＨＰをご覧ください。 

 

（参考） 

    納付書利用可能な取扱金融機関 ：67 行 

     ペイジー利用可能な取扱金融機関：50行 

 

 

（問 25）ペイジー（Pay-easy）の入力方法は何を見ればよいですか？  

（答） 申告書類に同封している納付書の裏面又は「申告・納付の手続き（緑冊子）」をご

確認ください。 

 

（問 26）ペイジー（Pay-easy）の収納機関番号とは何ですか？  

（答） 固定番号のため「48003」（５ケタ）を入力ください。 

 

（問 27）ペイジー（Pay-easy）の納付番号とは何ですか？  

（答） 納付番号（13ケタ）は事業所ごとに異なります。 

    汚染負荷量賦課金番号（８ケタ）＋年度の固定番号（５ケタ） 

 

    （例） 

     ・汚染負荷量賦課金番号（８ケタ） 

＝納付義務者番号（５ケタ）＋工場事業場番号（２ケタ）＋C・D（１ケタ） 

・年度の固定番号（５ケタ） 

 ＝2025 年度の場合は、「10025」となります。毎年度変わるのでご注意ください。 

 

（問 28）ペイジー（Pay-easy）の確認番号とは何ですか？ 

（答） 確認番号（６ケタ）は「延納する」か「延納しない」で異なります。 

    「0＊0100」（＊以外の数値は固定です） 

     

    （例） 

     ・延納しない場合：「000100」 

     ・延納する場合 ：第１期「010100」、 

第２期「020100」、 

              第３期「030100」、 

第４期「040100」 

 

（問 29）ペイジー（Pay-easy）の納付区分とは何ですか？ 

（答） 固定番号のため「301」（３ケタ）を入力ください。 

 

 

（問 30）ペイジー（Pay-easy）の手続をしているが、エラーになってしまいます。 



（答） 以下の原因が考えられます。ご確認ください。 

・納付番号が正しく入力できているか。 

・確認番号が正しく入力できているか。 

・収納機関番号（固定番号）、納付区分（固定番号）が正しく入力できているか。 

・ペイジーが利用できる取扱金融機関か。 

 

※納付書の裏面又は「申告・納付の手続き（緑冊子）」をご確認ください。 


